
第２回岩手県立総合防災センター指定管理者選定委員会議事録 

 

令和７年 12 月 17 日（水）10:00～10:30 

 
１ 開会 

 

２ 挨拶 

細川消防保安課長 
 

３ 委員紹介 

 

４ 協議 

 
（１） 指定管理者選定に係る基本方針の見直しについて 

    事務局から、第１回選定委員会から現在までの経過について報告した後、指定管理

者選定に係る基本方針の見直しについて、資料 1 により説明。 
選定委員・・・休所日を日曜日、月曜日に変更した理由は何か。 
事 務 局・・・月曜日はそのまま変えていないが、日曜日については、団体の予約数及び来

館者数が週の中で最も少ない実績がある。金曜日と比較した際に、金曜日は

セミナー予約が重複しやすい平日の中で、調整先としての役割を担ってい

ることから、運営に最も影響が生じないと考え、日曜日を休所日とすること

とした。 
事 務 局・・・補足であるが、県としては、個人利用客よりも団体利用客の方を重視してい

る。これは、個人利用客が防災センターを自由に見て回ることよりも、セミ

ナーによる具体的な講義や体験の方が、防災教育という観点からすれば、効

果が高く、重要であると考えるからである。 
       また、先ほどの説明の中で雇用の話も出たが、働き方改革という点も見直し

の要因である。一般に土日を休みとする企業や団体が多く、土日で対応する

必要がある行事等がある中で、週休日が平日に偏り、土日が休めないことは、

働く側からすれば不利益となりうる。 
       これらのことを考慮し、見直しを行った結果、日曜日が適切であると判断し

た。 
選定委員・・・日曜日は消防学校も休みである。平日に開館するとすれば、消防学校が日中

行っている屋外での訓練の様子なども見ることができるため、よい変更と

思う。 
選定委員・・・関連して、冬季における水曜日の休所を取り消した理由は、平日に開館する

ことで団体の申込が見込まれ、利用率が上がるという考えか。 
事 務 局・・・仰るとおり、冬季間であっても一部団体の予約や個人利用客はあるため、利



用客のニーズに応えるという観点もある。 
       また、冬季間とそれ以外で休所日が変わると、それに伴い週の勤務日数にも

違いが生じる。雇う側としては通年で同じ条件で雇用ができないため、これ

まで固定の月給で給料を支払っていたところを、時給や日給月給で支払う

ような調整を要する可能性がある。また、センターで働く職員としても、時

給や日給月給などの不安定な雇用条件では職員募集に応じない可能性があ

り、受託者側の不利益となりうることから、通年で雇用条件を一定にできる

よう、通年で休所日を週２日とすることとした。 
選定委員・・・それを踏まえて、委託料も増額となったということでよいか。 
事 務 局・・・お見込のとおり。 
 
委 員 長・・・それでは、基本方針について原案どおり決定することとしてよろしいか。 

       （異議なし） 
委 員 長・・・基本方針について原案どおり決定します。 

 
（２）募集要項、仕様書等の見直しについて 

事務局から、募集要項（資料２）、仕様書（資料３）に基づき説明。 
選定委員・・・ちなみに、現地説明会は前回も行ったのか。 

事 務 局・・・前回の公募の際も、県立総合防災センター現地で実施した。 
選定委員・・・その際は、参加者があったか。 
事 務 局・・・現指定管理者の岩手県消防協会のみ参加があった。 
選定委員・・・今回の現地説明会においては、仕様書等の内容が変更になったことについて、

改めて説明するということでよろしいか。 

事 務 局・・・お見込のとおり。 

 

委 員 長・・・それでは、募集要項、仕様書等について原案どおり決定することとしてよろ

しいか。 
      （異議なし） 
委 員 長・・・それでは、原案どおり決定します。 

 

委 員 長・・・それでは最後に何かないか。 
      （特になし） 
 
委 員 長・・・これまでに出された意見の反映や文言の調整については、事務局に十分に検

討していただくということで、事務局にお任せすることにしたいと思います

が、よろしいか。 
      （異議なし） 
委 員 長・・・それでは、その他の具体の事項については、事務局一任とします。 



５ その他 

次回選定委員会の日程について 
事 務 局・・・次回の選定委員会は、令和８年１月 19 日（月）午後２時で予定している。

審査申請は令和８年１月 19 日（月）の午前 10時に締め切ることとする。申

請のあった書類については、提出があった都度、事務局による書類審査を行

い、委員の皆様にお送りする。 

１団体あたり１時間程度、30 分程度のプレゼンテーションの後、先ほど審

議頂いた選定基準により採点していただくこととなる。 

 また、指定管理の選定については、県議会２月定例会で議案として提案す

る方針である。第３回選定委員会を１月 19 日（月）に行った後、事務局に

よる内部的な事務処理を経て、議案として提出する。 
６ 閉会 


